
 

東京都市計画防災街区整備地区計画の変更（北区決定） 

都市計画志茂地区防災街区整備地区計画を次のように変更する。 

名 称 志茂地区防災街区整備地区計画 

位 置※ 北区志茂一丁目、志茂二丁目、志茂三丁目、志茂四丁目、志茂五丁目、岩淵町及び神谷三丁目の各地内 

面 積※ 約１１４．２ha  

防災街区整備地区計画 

の目標 

 

 

本地区は北区の北東部に位置し、隅田川等の河川や都市計画道路等に囲まれた地区である。隅田川等の水辺空間に恵まれている

ことから、住宅と商業施設、工場などが混在する複合市街地を中心として、住宅地や大規模工場等が周辺に広がっている。また、地

区内では都市基盤が不十分なまま急速に宅地化が進んだことで細街路が多く、防災上・住環境上の課題を抱える木造住宅密集市街

地が形成されている。 

東京都の防災都市づくり推進計画では震災時に甚大な被害が想定される地域として、「整備地域」の指定とともに、防災都市づく

りに資する事業を重層的かつ集中的に実施する地区として、「重点整備地域」の指定がなされている。また、北区都市計画マスター

プラン２０２０では防災まちづくりの推進を掲げ「建築物の不燃化・耐震化を促進、主要生活道路等の整備による安全な避難路の確

保、適切な土地地用を誘導し地区の特性に応じた快適で安全な市街地の形成を図る。」としている。 

現在、木造住宅密集地域整備事業による既設道路の拡幅、公園等の整備等、木造住宅密集市街地の解消に向けた取組が行われてい

る。また、地区南側の延焼遮断帯を形成する補助８６号線の沿道については、今後の道路整備に伴い建築物の更新が進むことが見込

まれる。 

このため、住宅と商業施設や大規模工場との調和にも配慮しながら建築物の更新を適切に誘導し、隅田川等の水辺空間の保全・活

用と連携を図り、市街地の更なる防災性・居住環境の向上を図るとともに、補助８６号線の整備に併せ、幹線道路沿道にふさわしい

土地利用の誘導や延焼遮断機能を確保することにより、災害への対応力が高く、住・商・工の複合的な活気ある市街地の形成を目指

す。 
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本地区内を次のように区分し、土地利用の方針を定める。 

１ 住居地区（Ａ・Ｂ） 

建築物の共同化・協調化の誘導等による不燃化建替えの促進や敷地の細分化防止等による居住環境の改善により、低中層住宅

を中心とした防災性の高い良好な市街地を形成する。 

特に、補助８６号線沿道の住居地区Ｂは、後背地への環境に配慮しながら、幹線道路沿道にふさわしい土地の有効利用により、 

延焼遮断帯形成と避難路確保による防災性の向上を図る。 

２ 住工共存地区（Ａ・Ｂ） 

  住宅地の防災性能向上と居住環境の改善を図りながら、工場等の操業環境を維持し、住宅を中心として工場等と調和した市街

地を形成する。 

特に、補助８６号線沿道の住工共存地区Ｂは、後背地への環境に配慮しながら、幹線道路沿道にふさわしい土地の有効利用に

より、延焼遮断帯形成と避難路確保による防災性の向上を図る。 



 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
   

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
   

 
 
  

 
 
 
  

 ３ 住工共存地区Ｃ 

  大規模工場等の操業環境の維持改善を基本に、既存の住宅地は防災性能向上と居住環境の改善を図り、住宅と工場等が調和し

た市街地を形成する。 

４ 住商共存地区（Ａ・Ｂ） 

 地域商業の活性化と地域コミュニティーの保全・形成に加えて、建築物の不燃化等による防災性の向上と快適な買い物空間、

地域や人をつなぐ生活空間の創出を図り、住宅と店舗等が調和した市街地を形成する。 

特に、補助８６号線沿道の住商共存地区Ｂは、後背地への環境に配慮しながら、幹線道路沿道にふさわしいにぎわいのある沿

道としての土地の有効利用により、延焼遮断帯形成と避難路確保による防災性の向上を図る。 

５ 主要幹線道路沿道地区 

 特定緊急輸送道路として指定されている放射１０号線（支線 1を含む。）の沿道は、震災時に建築物の倒壊による道路閉塞を防

止することで、防災性の機能向上を図り、後背地への環境に配慮しながら、中高層建築物として商業施設等と住宅との立体的共

存等による商業・住宅等が調和した市街地を形成する。 

地区施設及び地区 

防災施設の整備の 

方針 

 地区施設、地区防災施設及び特定地区防災施設を次のように定める。 

１ 震災時における円滑な避難、消防、救護等の防災活動を支える道路を地区防災施設として整備する。また、地区防災施設の防災

機能及び延焼遮断機能を一層向上させるため、特定地区防災施設として、地区防災施設と沿道建築物等を一体的に整備する。 

２ 日常時のゆとり空間であり、地震発生時の防災活動の拠点に資する公園等を地区施設に位置付け、居住環境及び防災機能を維

持する。 

３ 住宅地の潤いやゆとりの創出とともに、防災の観点からも、公園・広場等のオープンスペースを整備する。 

建築物等の整備の 

方針 

 建築物等の整備の方針を次のように定める。 

１ 建築物等の不燃化を促進し、火災の延焼や建築物等の倒壊を防ぐため、「建築物の構造に関する防災上必要な制限」を定める。 

２ 特定地区防災施設の延焼遮断機能向上及び震災時の安全な避難経路の確保を図るため、「建築物の特定地区防災施設に係る間口

率の最低限度」及び「建築物等の高さの最低限度」を定める。 

３ 快適で健全な居住環境を創出するため、「建築物等の用途の制限」を定める。 

４ 敷地の細分化等による密集市街地の進行を抑制し、快適で安全な居住環境を創出するため、「建築物の敷地面積の最低限度」を

定める。 

５ 幅員６ｍ未満の特定地区防災施設に接する敷地においては、震災時の安全な避難経路の確保を図るため、「壁面の位置の制限」

及び「壁面後退区域における工作物の設置の制限」を定める。 

６ 市街地景観の整序及び保全を図るため、「建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限」を定める。 

７ 居住環境の改善及び震災時の安全性確保のため、「垣又はさくの構造の制限」を定める。 

その他当該区域の 

整備に関する方針 

１ 緑豊かな居住環境の形成を図るため、地区内では生け垣の設置や敷地内の緑化を推進する。 

２ 接道不良建物密集地域で、地区防災施設の道路の整備に関わる地区や狭あい道路と狭小宅地が重なり合い、個別建替えが難し

い地区については、共同建替え・協調建替えを促進し、建替え等を誘導・支援する。 
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種 類 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 

道 路 地区防災道路１号 ６．０ｍ 約２６０ｍ 約１，５６０㎡ 拡幅 

地区防災道路２号 ６．０ｍ 約９０ｍ 約５４０㎡ 既設 

地区防災道路３号 ６．０ｍ 約１３５ｍ 約８１０㎡ 既設 

地区防災道路４号 ６．０ｍ 約１２０ｍ 約７２０㎡ 拡幅 

地区防災道路５号 ６．０ｍ 約２２５ｍ 約１，３５０㎡ 拡幅 

地区防災道路６号 ６．０ｍ 約５０ｍ 約３００㎡ 拡幅 

地区防災道路７号 ６．０ｍ 約２９０ｍ 約１，７４０㎡ 拡幅 

地区防災道路８号 ６．０～７．４ｍ 約３８５ｍ 約２，４２５㎡ 既設 

地区防災道路９号 ６．０ｍ 約２５５ｍ 約１，５３０㎡ 拡幅 

地区防災道路１０号 ６．０ｍ 約２６０ｍ 約１，５６０㎡ 拡幅 

地区防災道路１１号 ６．０ｍ 約３８０ｍ 約２，２８０㎡ 拡幅 

地区防災道路１２号 ６．０ｍ 約２３０ｍ 約１，３８０㎡ 既設 

地区防災道路１３号※ ６．０～１３．１ｍ 約１，４００ｍ 約１５，０６９㎡ 既設 

地区防災道路１４－１号 ６．０ｍ 約６２０ｍ 約３，７２０㎡ 拡幅 

地区防災道路１４－２号 ６．０ｍ 約４０ｍ 約２４０㎡ 拡幅 

地区防災道路１５号 ６．４～６．５ｍ 約１５５ｍ 約１，０００㎡ 既設 

地区防災道路１６号 ６．０ｍ 約８５ｍ 約５１０㎡ 拡幅 

地区防災道路１７号※ ６．０～１１．５ｍ 約４４５ｍ 約３，３７０㎡ 既設 

地区防災道路１８号※ ７．２～８．６ｍ 約２９５ｍ 約２，２９１㎡ 既設 

地区防災道路１９号※ １０．０ｍ 約２３０ｍ 約２，３００㎡ 既設 

地区防災道路２０号 ６．０～６．６ｍ 約１６０ｍ 約１，００８㎡ 既設 

地区防災道路２１号 ５．９ｍ 約７０ｍ 約４１３㎡ 既設 

地区防災道路２２－１号 ６．０～６．９ｍ 約１７５ｍ 約１，０８３㎡ 既設 

地区防災道路２２－２号 ６．３～７．０ｍ 約１９０ｍ 約１，２５９㎡ 既設 

地区防災道路２２－３号 ６．４～７．０ｍ 約１５０ｍ 約１，０１２㎡ 既設 

地区防災道路２３号 ６．０～７．０ｍ 約４３０ｍ 約２，７９５㎡ 既設 

地区防災道路２４号 ７．０～７．４ｍ 約５６５ｍ 約４，０６８㎡ 既設 

地区防災道路２５号 ５．３ｍ 約１２５ｍ 約６６３㎡ 既設 

地区防災道路２６号※ ６．１～１９．０ｍ 約５６０ｍ 約３，５４５㎡ 既設 

地区防災道路２７号※ １１．２～１２．０ｍ 約２０５ｍ 約２，２４２㎡ 既設 

計 約６.２ha 
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種 類 名 称 幅 員 延 長 面 積 備 考 

道 路 地区防災道路１号 ６．０ｍ 約２６０ｍ 約１，５６０㎡ 拡幅 

地区防災道路２号 ６．０ｍ 約９０ｍ 約５４０㎡ 既設 

地区防災道路３号 ６．０ｍ 約１３５ｍ 約８１０㎡ 既設 

地区防災道路４号 ６．０ｍ 約１２０ｍ 約７２０㎡ 拡幅 

地区防災道路５号 ６．０ｍ 約２２５ｍ 約１，３５０㎡ 拡幅 

地区防災道路６号 ６．０ｍ 約５０ｍ 約３００㎡ 拡幅 

地区防災道路７号 ６．０ｍ 約２９０ｍ 約１，７４０㎡ 拡幅 

地区防災道路８号 ６．０～７．４ｍ 約３８５ｍ 約２，４２５㎡ 既設 

地区防災道路９号 ６．０ｍ 約２５５ｍ 約１，５３０㎡ 拡幅 

地区防災道路１０号 ６．０ｍ 約２６０ｍ 約１，５６０㎡ 拡幅 

地区防災道路１１号 ６．０ｍ 約３８０ｍ 約２，２８０㎡ 拡幅 

地区防災道路１２号 ６．０ｍ 約２３０ｍ 約１，３８０㎡ 既設 

地区防災道路１３号※ ６．０～１３．１ｍ 約１，４００ｍ 約１５，０６９㎡ 既設 

地区防災道路１４－１号 ６．０ｍ 約６２０ｍ 約３，７２０㎡ 拡幅 

地区防災道路１４－２号 ６．０ｍ 約４０ｍ 約２４０㎡ 拡幅 

地区防災道路１５号 ６．４～６．５ｍ 約１５５ｍ 約１，０００㎡ 既設 

地区防災道路１６号 ６．０ｍ 約８５ｍ 約５１０㎡ 拡幅 

地区防災道路１７号※ ６．０～１１．５ｍ 約４４５ｍ 約３，３７０㎡ 既設 

地区防災道路１８号※ ７．２～８．６ｍ 約２９５ｍ 約２，２９１㎡ 既設 

地区防災道路１９号※ １０．０ｍ 約２３０ｍ 約２，３００㎡ 既設 

地区防災道路２０号 ６．０～６．６ｍ 約１６０ｍ 約１，００８㎡ 既設 

地区防災道路２１号 ５．９ｍ 約７０ｍ 約４１３㎡ 既設 

地区防災道路２２－１号 ６．０～６．９ｍ 約１７５ｍ 約１，０８３㎡ 既設 

地区防災道路２２－２号 ６．３～７．０ｍ 約１９０ｍ 約１，２５９㎡ 既設 

地区防災道路２２－３号 ６．４～７．０ｍ 約１５０ｍ 約１，０１２㎡ 既設 

地区防災道路２３号 ６．０～７．０ｍ 約４３０ｍ 約２，７９５㎡ 既設 

地区防災道路２４号 ７．０～７．４ｍ 約５６５ｍ 約４，０６８㎡ 既設 

地区防災道路２５号 ５．３ｍ 約１２５ｍ 約６６３㎡ 既設 

地区防災道路２６号※ ６．１～１９．０ｍ 約５６０ｍ 約３，５４５㎡ 既設 

計 約６.０ha 
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位 置 北区志茂一丁目、志茂二丁目、志茂三丁目、志茂四丁目、志茂五丁目、岩淵町及び神谷三丁目の各地内 

面 積 約２１．６ha 

地区の 

区分 名 称 住居地区Ａ 住居地区Ｂ 
住工共存地区

Ａ 

住工共存地区

Ｂ 

住工共存地区

Ｃ 

住商共存地区

Ａ 

住商共存地区

Ｂ 

主要幹線道路

沿道地区 

面 積 約９．１ha ― 約２．５ha ― 約３．４ha 約５．４ha 約０．１ha 約１．２ha 
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建築物の構造に

関する防火上必

要な制限 

 準防火地域内における延べ面積が５００㎡を超える建築物は、耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部

設備が建築基準法施行令（昭和２５年法律第３３８号。以下「令」という。）第１３６条の２第１号イ若しくはロに定める技術的基

準に適合するもので、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第６１条の規定に基づき国土交通大臣が定め

た構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものとし、その他の建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は壁、柱、

床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備が令第１３６条の２第１号イ若しくはロ、第２号イ若しくはロ若しくは第５号に定め

る技術的基準に適合するもので、法第６１条の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の

認定を受けたものとしなければならない。建築物が準防火地域と防火地域にわたる場合で、その建築物が防火地域外において防火

壁で区画されていない場合はその全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 

また、その敷地が特定地区防災施設の道路に接する建築物（特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。）の

当該特定地区防災施設の路面からの高さが５ｍ未満の範囲は空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造とすること。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

１ 門又は塀で、高さ２メートル以下のもの 

２ 建築物（木造建築物等を除く。）に附属するもの 

３ 法３条第２項の規定による本地区計画の決定又は変更の際、現に存する又は工事中の建築物 

４ 法３条第２項の規定による建築物を増築し、又は改築する場合において、当該部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上建

築物がある場合においては、増築又は改築する部分の床面積の合計）が５０㎡を超えず、当該部分における階数が２以下であ

るもの（当該部分の外壁及び軒裏が、防火構造であること。） 

５ 法３条第２項の規定による建築物の大規模修繕、大規模模様替え又は用途を変更するもの 

建築物の特定地

区防災施設に係

る間口率の最低

限度 

 特定地区防災施設に接する敷地で、特定建築物地区整備計画区域内における建築物の間口率の最低限度は１０分の７とする。た

だし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。 

１ 附属建築物で平家建てのもの（建築物に附属する門又は塀を含む。） 

２ 都市計画施設の区域内の建築物 

３ 法３条第２項の規定による本地区計画の決定又は変更の際、現に存する又は工事中の建築物 

４ 法３条第２項の規定による建築物を増築し、又は改築する場合において、当該部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上建

築物がある場合においては、増築又は改築する部分の床面積の合計）が５０㎡を超えず、当該部分における階数が２以下であ

るもの（当該部分の外壁及び軒裏が、防火構造であること。） 

５ 法３条第２項の規定による建築物の大規模修繕、大規模模様替え又は用途を変更するもの 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 建築物等の高さ

の最低限度 

 特定地区防災施設に接する敷地で、建築物の各部分の高さの最低限度は特定地区防災施設の路面から５ｍとする。ただし、次の

各号のいずれかに該当するものはこの限りではない。 

１ 特定地区防災施設に係る間口率の最低限度を超える部分 

２ 附属建築物で平家建てのもの（建築物に附属する門又は塀を含む。） 

３ 都市計画施設の区域内の建築物 

４ 法３条第２項の規定による本地区計画の決定又は変更の際、現に存する又は工事中の建築物 

５ 法３条第２項の規定による建築物を増築し、又は改築する場合において、当該部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上建

築物がある場合においては、増築又は改築する部分の床面積の合計）が５０㎡を超えず、当該部分における階数が２以下であ

るもの（当該部分の外壁及び軒裏が、防火構造であること。） 

６ 法３条第２項の規定による建築物の大規模修繕、大規模模様替え又は用途を変更するもの 

建築物等の用途

の制限※ 

 

― 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号。以下「風営法」という。）第２条第１項第二号から第五号まで、同条第６項

第六号及び第９項に該当する営業の用に供する建築物を建築又は用途変更しては

ならない。 

 

風営法第２

条第１項第一

号から第三号

まで、同条第

６項第一号か

ら第六号まで

及び第９項に

該当する営業

の用に供する

建築物を建築

又は用途変更

してはならな

い。 

建築物の敷地面

積の最低限度 
６５㎡ ８０㎡ 

 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合はこの限りではない。  

１ 本地区計画の決定告示日において、現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基

づいて建築物の敷地として使用することとなる土地 

２ 公共施設の整備により分割された土地  

３ 公共施設の整備により代替地として譲渡された土地 

 

 

 

 

 

 

壁面の位置の制

限 

 地区防災道路１号、４号、５～７号、９～１２号、１４－１号、１４－２号、１６号、２１号及び２５号に面する建築物の外壁又

はこれに代わる柱の面並びに当該建築物に附属する門又は塀は、特定地区防災施設の中心から３．０ｍ以内に建築してはならない。

ただし、都市計画施設の区域内の建築物についてはこの限りではない。 

壁面後退区域に

おける工作物の

設置の制限 

 壁面の位置の制限が定められた区域には、門、塀、垣、さく、広告物、看板及び自動販売機等の工作物を設置してはならない。た

だし、公衆電話、歩行者の安全上設置するひさし等公益上必要なもの、その他これらに類するものは除く。 



 

 

 

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

建築物の屋根又は外壁の基調となる色彩は、周辺環境と調和した落ち着きのある色調にするとともに、形態、意匠は周辺の街並み

と調和したものとする。  

垣又はさくの構

造の制限 

道路に面する垣又はさくは、地震時の倒壊危険防止や緑化の観点から生け垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 

１ 高さ０．５ｍ以下のブロック塀その他これに類するもの 

２ 法令等の制限上やむを得ないもの   

３ その他公益上又は土地利用上やむを得ないもの 
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位 置 北区志茂一丁目、志茂二丁目、志茂三丁目、志茂四丁目、志茂五丁目、神谷三丁目及び岩淵町の各地内 

面 積 約１０８ha 

地

区

施

設

の

配

置

及

び

規

模 

種 類 名 称 幅員 延長 備 考 

道 路 区画道路１号 ４．０～５．２ｍ 約３４５ｍ 既設 

区画道路２号 ４．０～６．０ｍ 約１３５ｍ 既設 

公 園 名 称 面 積 

（）は地区外を含めた総面積 

備 考 

公園１号 約２７０㎡ 既設 

公園２号 約２，７００㎡ 既設 

公園３号 約４，２７０㎡ 既設 

公園４号 約３３０㎡ 既設 

公園５号 約２，５１０㎡（約２，７２５㎡） 既設 

公園６号 約１，３２０㎡ 既設 

公園７号 約１，１００㎡ 既設 

公園８号 約３２０㎡ 既設 

公園９号 約２７０㎡ 既設 

公園１０号 約３３０㎡ 既設 

広 場 広場１号 約１１６㎡ 既設 

地区の 

区分 
名 称 住居地区Ａ 住居地区Ｂ 

住工共存地区

Ａ 

住工共存地区

Ｂ 

住工共存地区

Ｃ 

住商共存地区

Ａ 

住商共存地区

Ｂ 

主要幹線道路

沿道地区 

面 積 約５６．３ha 約１．０ha 約１２．４ha 約０．７ha 約１４．４ha 約８．７ha 約２．３ha 約１２．２ha 

 

 

 

 

 

 

 

建築物の構造に

関する防火上必

要な制限 

 準防火地域内における延べ面積が５００㎡を超える建築物は耐火建築物又は壁、柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設

備が建築基準法施行令（昭和２５年法律第３３８号。以下「令」という。）第１３６条の２第１号イ若しくはロに定める技術的基準

に適合するもので、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「基準法」という。）第６１条の規定に基づき国土交通大臣が定

めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大臣の認定を受けたものとし、その他の建築物は耐火建築物、準耐火建築物又は壁、

柱、床その他の建築物の部分及び外壁開口部設備が令第１３６条の２第１号イ若しくはロ、第２号イ若しくはロ若しくは第５号に

定める技術的基準に適合するもので、法第６１条の規定に基づき国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの若しくは国土交通大

臣の認定を受けたものとしなければならない。建築物が準防火地域と防火地域にわたる場合で、その建築物が防火地域外において

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防火壁で区画されていない場合はその全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。 

ただし、次の各号のいずれかに該当するものはこの限りでない。 

１ 門又は塀で、高さ２メートル以下のもの 

２ 建築物（木造建築物等を除く。）に附属するもの 

３ 法３条第２項の規定による本地区計画の決定又は変更の際、現に存する又は工事中の建築物 

４ 法３条第２項の規定による建築物を増築し、又は改築する場合において、当該部分の床面積の合計（同一敷地内に２以上

建築物がある場合においては、増築又は改築する部分の床面積の合計）が５０㎡を超えず、当該部分における階数が２以下

であるもの（当該部分の外壁及び軒裏が、防火構造であること。） 

５ 法３条第２項の規定による建築物の大規模修繕、大規模模様替え又は用途を変更するもの 

建築物等の用途

の制限※ 

 

― 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号。以下「風営法」という。）第２条第１項第二号から第五号まで、同条第６項第

六号及び第９項に該当する営業の用に供する建築物を建築又は用途変更してはな

らない。 

 

風営法第２

条第１項第一

号から第三号

まで、同条第

６項第一号か

ら第六号まで

及び第９項に

該当する営業

の用に供する

建築物を建築

又は用途変更

してはならな

い。 

建築物の敷地面

積の最低限度 
６５㎡ ８０㎡ 

 ただし、次の各号のいずれかに該当する土地について、その全部を一の敷地として使用する場合はこの限りではない。  

１ 本地区計画の決定告示日において、現に建築物の敷地として使用されている土地又は現に存する所有権その他の権利に基

づいて建築物の敷地として使用することとなる土地 

２ 公共施設の整備により分割された土地  

３ 公共施設の整備により代替地として譲渡された土地 

建築物等の形態

又は色彩その他

の意匠の制限 

建築物の屋根又は外壁の基調となる色彩は、周辺環境と調和した落ち着きのある色調にするとともに、形態、意匠は周辺の街並

みと調和したものとする。  



 

 垣又はさくの構

造の制限 

道路に面する垣又はさくは、地震時の倒壊危険防止や緑化の観点から生け垣又は透視可能なフェンス等とする。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合はこの限りではない。 

１ 高さ０．５ｍ以下のブロック塀その他これに類するもの 

２ 法令等の制限上やむを得ないもの 

３ その他公益上又は土地利用上やむを得ないもの 

※は知事協議事項 

「防災街区整備地区計画の区域、特定建築物地区整備計画の区域、防災街区整備地区整備計画の区域、地区施設・地区防災施設（特定地区防災施設を含む。）

の配置、地区の区分は、計画図表示のとおり」 

（理由）：令和５年度より、岩淵町の一部について木造住宅密集市街地を解消するための事業が開始したことに併せ、既存地区である志茂地区と一体的に防災

性と居住環境の向上を図り、安全で住みよいまちづくりを図るため、防災街区整備地区計画を変更する。 











 

変更概要 志茂地区防災街区整備地区計画 

 

事項 新 旧 

位 置※ 
北区志茂一丁目、志茂二丁目、志茂三丁目、志茂四丁目、志茂五丁

目、岩淵町及び神谷三丁目の各地内 

北区志茂一丁目、志茂二丁目、志茂三丁目、志茂四丁目、志茂五

丁目、岩淵町及び神谷三丁目各地内 

面 積※ 約１１４．２ha  約１１６．０ha 

防災街区整備地区計画の

目標 

 

 

本地区は北区の北東部に位置し、隅田川等の河川や都市計画道

路等に囲まれた地区である。隅田川等の水辺空間に恵まれている

ことから、住宅と商業施設、工場などが混在する複合市街地を中心

として、住宅地や大規模工場等が周辺に広がっている。また、地区

内では都市基盤が不十分なまま急速に宅地化が進んだことで細街

路が多く、防災上・住環境上の課題を抱える木造住宅密集市街地が

形成されている。 

東京都の防災都市づくり推進計画では震災時に甚大な被害が想

定される地域として、「整備地域」の指定とともに、防災都市づく

りに資する事業を重層的かつ集中的に実施する地区として、「重点

整備地域」の指定がなされている。また、北区都市計画マスタープ

ラン２０２０では防災まちづくりの推進を掲げ「建築物の不燃化・

耐震化を促進、主要生活道路等の整備による安全な避難路の確保、

適切な土地地用を誘導し地区の特性に応じた快適で安全な市街地

の形成を図る。」としている。 

現在、木造住宅密集地域整備事業による既設道路の拡幅、公園等

の整備等、木造住宅密集市街地の解消に向けた取組が行われてい

る。また、地区南側の延焼遮断帯を形成する補助８６号線の沿道に

ついては、今後の道路整備に伴い建築物の更新が進むことが見込

まれる。 

このため、住宅と商業施設や大規模工場との調和にも配慮しな

がら建築物の更新を適切に誘導し、隅田川等の水辺空間の保全・活

用と連携を図り、市街地の更なる防災性・居住環境の向上を図ると

ともに、補助８６号線の整備に併せ、幹線道路沿道にふさわしい土

地利用の誘導や延焼遮断機能を確保することにより、災害への対

応力が高く、住・商・工の複合的な活気ある市街地の形成を目指

す。 

本地区は北区の北東部に位置し、隅田川等の河川や都市計画道

路等に囲まれた地区であり、住宅と商業施設、工場などが混在す

る複合市街地を中心として、住宅地や大規模工場等が周辺に広が

っている。地区内では都市基盤が不十分なまま急速に宅地化が進

んだことで細街路が多く、防災上・住環境上の課題を抱える木造

住宅密集市街地が形成されている。 

 

東京都の防災都市づくり推進計画では震災時の大きな被害が

想定される「整備地域」に位置付けられ、北区都市計画マスター

プラン２０１０では「建物の耐震・不燃化、主要生活道路や生活

道路の整備、オープンスペースの確保など、地域の特性に応じた

まちづくり手法により改善を進める」としている。 

 

 

 

現在、木造住宅密集地域整備事業による道路、公園等の整備が

進められており、また、地区南側の延焼遮断帯を形成する補助８

６号線については、特定整備路線に位置付けられたことから、今

後の整備に伴い建築物の更新が進むことが見込まれる。 

 

このため、住宅と商業施設や大規模工場との調和にも配慮しな

がら建築物の更新を適切に誘導し、市街地の更なる防災性の向上

を図るとともに、補助８６号線の整備に併せ、幹線道路沿道にふ

さわしい土地利用の誘導や延焼遮断機能を確保することにより、

「防災性と居住環境の向上を図り、安全で住みよいまちづくり」

の実現を目指す。 



 

事項 新 旧 

区
域
の
整
備
に
関
す
る
方
針 

土地利用に関する

基本方針 

 

 

本地区内を次のように区分し、土地利用の方針を定める。 

１～４ 略 

 

５ 主要幹線道路沿道地区 

 特定緊急輸送道路として指定されている放射１０号線（支線1を

含む。）の沿道は、震災時に建築物の倒壊による道路閉塞を防止す

ることで、防災性の機能向上を図り、後背地への環境に配慮しなが

ら、中高層建築物として商業施設等と住宅との立体的共存等によ

る商業・住宅等が調和した市街地を形成する。 

本地区内を次のように区分し、土地利用の方針を定める。 

１～４ 略 

 

５ 主要幹線道路沿道地区 

 放射１０号線沿道は、地震時における骨格防災軸として防災性

の機能向上を図り、後背地への環境に配慮しながら、中高層建築

物として商業施設等と住宅との立体的共存等による商業・住宅等

が調和した市街地を形成する。 

地区施設及び地区

防災施設の整備の

方針 

 地区施設、地区防災施設及び特定地区防災施設を次のように定

める。 

１～２ 略 

３ 住宅地の潤いやゆとりの創出とともに、防災の観点からも、

公園・広場等のオープンスペースを整備する。 

 地区施設、地区防災施設及び特定地区防災施設を次のように定

める。 

１～２ 略 

その他当該区域の

整備に関する方針 

１ 緑豊かな居住環境の形成を図るため、地区内では生け垣の設

置や敷地内の緑化を推進する。 

２ 接道不良建物密集地域で、地区防災施設の道路の整備に関わ

る地区や狭あい道路と狭小宅地が重なり合い、個別建替えが難し

い地区については、共同建替え・協調建替えを促進し、建替え等を

誘導・支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 緑豊かな居住環境の形成を図るため、地区内では生け垣の設置

や敷地内の緑化を推進する。 
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特
定
地
区
防
災
施
設
の
区
域 

道 路  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事項 新 旧 

特
定
建
築
物
地
区
整
備
計
画 

位 置 北区志茂一丁目、志茂二丁目、志茂三丁目、志茂四丁目、志茂五丁

目、岩淵町及び神谷三丁目の各地内 

北区志茂一丁目、志茂二丁目、志茂三丁目、志茂四丁目、志茂五

丁目及び神谷三丁目各地内 

面 積 約２１．６ha 約２０．０ha 

地 区 の

区分 

名 称 

住居地

区Ａ 

住居地

区Ｂ 

住工共

存地区

Ａ 

住工共

存地区

Ｂ 

住工共

存地区

Ｃ 

住商共

存地区

Ａ 

住商共

存地区

Ｂ 

主要幹

線道路

沿道地

区 

住居地

区Ａ 

住居地

区Ｂ 

住工共

存地区

Ａ 

住工共

存地区

Ｂ 

住工共

存地区

Ｃ 

住商共

存地区

Ａ 

住商共

存地区

Ｂ 

主要幹

線道路

沿道地

区 

面 積 約 

９．１

ha 

― 約 

２．５

ha 

― 約 

３．４

ha 

約 

５．４

ha 

約 

０．１

ha 

約 

１．２

ha 

約 

８．２

ha 

― 約 

１．２

ha 

― 約 

４．１

ha 

約 

５．４

ha 

約 

０．１

ha 

約 

１．０

ha 

建
築
物
等
の
整
備
に
関
す
る
計
画 

壁 面の位 置

の制限 

 地区防災道路１号、４号、５～７号、９～１２号、１４－１号、

１４－２号、１６号、２１号及び２５号に面する建築物の外壁又は

これに代わる柱の面並びに当該建築物に附属する門又は塀は、特

定地区防災施設の中心から３．０ｍ以内に建築してはならない。た

だし、都市計画施設の区域内の建築物についてはこの限りではな

い。 

地区防災道路１号、２号、４－２号、５～７号、９～１２号、１

４－１号～１４－４号、１６号、２１号及び２５号に面する建築

物の外壁又はこれに代わる柱の面並びに当該建築物に附属する

門又は塀は、特定地区防災施設の中心から３．０ｍ以内に建築し

てはならない。ただし、都市計画施設の区域内の建築物について

はこの限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 



 

事項 新 旧 

防

災

街

区

整

備

地

区

整

備

計

画 

 

位 置 
北区志茂一丁目、志茂二丁目、志茂三丁目、志茂四丁目、志茂五丁

目、神谷三丁目及び岩淵町の各地内 

北区志茂一丁目、志茂二丁目、志茂三丁目、志茂四丁目、志茂五

丁目及び神谷三丁目各地内 

面 積 約１０８ha 約９３．９ha 

地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模 

種 類   

道 路 

公 園 

 

 

 

広 場 

地区の 

区分 
名 称 

住居地

区Ａ 

住居地

区Ｂ 

住工共

存地区

Ａ 

住工共

存地区

Ｂ 

住工共

存地区

Ｃ 

住商共

存地区

Ａ 

住商共

存地区

Ｂ 

主要幹

線道路

沿道地

区 

住居地

区Ａ 

住居地

区Ｂ 

住工共

存地区

Ａ 

住工共

存地区

Ｂ 

住工共

存地区

Ｃ 

住商共

存地区

Ａ 

住商共

存地区

Ｂ 

主要幹

線道路

沿道地

区 

面 積 

約 

５６．３

ha 

約 

１．０ha 

約 

１２．４

ha 

約 

０．７ha 

約 

１４．４

ha 

約 

８．７ha 

約 

２．３ha 

約 

１２．２

ha 

約 

４８．２

ha 

約 

１．０ha 

約 

１０．３

ha 

約 

０．７ha 

約 

１４．４

ha 

約 

８．８ha 

約 

２．２ha 

約 

８．３ha 

 


